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自転車の安全利用の促進 
～自転車利用安全五則～ 

これからは自転車の交通違反についても青切符で処理されます。十分に安全運転に心がけましょう。 

全ての自転車の運転者が乗車用ヘルメッ

ト着用に努めなければなりません。 

ご自身と大切な人の命を守るため、乗車

用ヘルメットをかぶりましょう。 

命を守る『ヘルメット』 




